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１ 計画の推進体制 

 

 

本計画の推進に当たっては、庁内各課の横断的連携と市民、事業者との協働による推進

が不可欠です。そのため、香取市環境審議会をはじめ、市民、事業者、市が協働して計画

の推進に努めます。 

 

１－１ 香取市環境審議会 
 

香取市環境審議会（以下「審議会」という。）は、環境保全等に関する基本的事項につい

て、専門的かつ広範な視点から調査したものを審議する機関として設置しており、市民の

代表、事業者の代表、学識経験者及び行政機関の職員から構成されています。 

審議会では本計画の施策や推進方策に関して、年次報告書等による事業の実施状況や目

標達成度を踏まえて、今後の計画の見直しや進め方について市長に答申します。 

 

１－２ 環境基本計画推進会議（庁内組織） 
 

環境基本計画推進会議（以下「推進会議」という。）は、環境に関する市の施策を横断的

に取り組み、本計画を推進するために、市の関係部局の代表で構成される庁内組織です。 

推進会議は、庁内の各課で進められる環境施策の実施状況や目標達成状況の把握のほか、

計画全体の進捗状況の結果をもとに施策の継続や見直しなどの検討を行います。 

 

１－３ 環境づくり会議（市民、事業者でつくる組織） 
 

環境づくり会議は、環境活動の普及啓発を図るため、市民、事業者の意見や提言をとり

まとめ、環境活動の実践や活動の輪を広げていきます。 

 

１－4 事務局（環境安全課） 
 

事務局は、本計画の進行管理全般に関する調整事務を行い、主に審議会や推進会議での

検討内容の取りまとめ、年次報告書や環境対策実施報告書の作成・公表を行います。 

 

１－５ 広域的な連携 
 

地球温暖化や大気環境など、広域的に取り組むことが必要な課題について国、県及び近

隣の地方自治体等との連携を図ります。  
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２ 計画の進行管理 

 

 

計画の着実な推進を図り、市民、事業者、市の協働による進行管理を行うため、計画の

策定(Plan)→実施(Do)→点検・評価(Check)→見直し(Action)を繰り返す PDCA サイクル

による継続的な改善を図りながら推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDCAサイクルによる計画の進行管理 

PDCAサイクルによる 

計画・取組の 

継続的な改善 

③ 実施結果の集計 

評価の実行 

① 本計画に基づく事業の立案 

⑤ 次年度に向けた事業の 

見直し 

② 事業の実施 

④ 集計結果公表 

（環境対策実施報告書、 

市ホームページ など） 

 

市民、事業者、 

香取市環境審議会など

からの意見 

Do Plan 

Check  Action 


